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はじめに

本稿は， ザンビアにおける土地保有の実態を明

らかにすることをさしあたりの目的としてし、る

が， これを「部族主義」一一「部族」とし、う語を無

神経に使うことはいささかはばかられるのだか，

ここでは特に厳衝な定義を下すことをせず， 単に

ほ tribe”の訳語としC掲げられたものと理解して

いただきたいーーと凋連づけて論すミる上うにした

のは，箪者の関心が，特定のコミュニティにおけ

る土地保有の様態を即自的に記述することにはな

くて， むしろそれをアフリカ諸国における氏族形

成の調題iこからめて考えようとする意同カaら出た

ものであったことを、まずお断わりしておきた

L、。そのかぎりにおいて，近年アブリカ諸国にお

いて「部族主義」が一つの危機意識として把え「〉

れていること，つまり， アフリカ諸国における民

族形成のために大きな障再となってU、る部族同の

対立・抗争仏かれらの伝統的社会に固有ft属性

とどのようにかかわりをもつのか， また，かかわ

同一盛
あ曇ら

昭

りをもたせることにいかなる意味があるのかを，

あらためて検討しようとする動きがあらわれてき

たことを，一応， 前提的認識としたうえで，筆者

は，悩統的社会における生活の再生産の最も重要

な物質的基礎である土地保有に関する問題点を，

ザンビアの具体的な事例にそくして，相互関連的

にとりあげてみようと，思ったにすぎなL、。

アフリカ諸国における「部族主義Jといえば，

まず， 占くは遊牧民による征服の歴史におし、て，

征服者がみずから王国を建設し， その種族集団の

信越性を誇示したよとにその発生をみなけれiまな

らぬだろうし，また，近くい民族主義運動の中てう

たとえば宗教的分離への志向という形で，特定種

鉄集団による政治的ラディカリズムが排他的に強

制されたことも， その一つの発現形態と汚えねば

れらぬだろう。しかし， アフリカ現代史において

「（ff＼族主義」がもっ社会・経済的重要性はやはり，

品！i民地化などの外部的インパクトとの関連の中

で，最もクノレ乙ア／レな形で認められるに違いない。

その志味では，最近， V•B ・ヨルダンスキーな

どう 示ぐれたアフリカ研究者たちが， f部族主義j

を都市化と結びつけて一連の研究をおこなし、，こ

とにその中で，都市においてあらわれる伝統的社

会の性格に焦点を合わせて分析をおとなっている

三とは， f主呂にf蜜する（注1）。ことに，アフリカに

おける特定の都市では「脱部族化」が必ずしも純

粋な形でおこなわれていないことに着眼したジャ

ン・ルーシュ（JeanRouch）が，新たに「超部族化」
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ないし「拡大部族化J(supertrihalization）ど L、う概

念を設定して「脱部族化Jと明確に区分したこと

はきわめて興味深い。つまり，都市アフリカ人は，

なるほど物理的仁は伝統的農村を離脱したものに

よって構成されてはいるものの，その意識而では，

なお伝統的な要素を強く残しており，事実，農村

における相互扶助やさまざまな宗教儀礼を伴うア

7 リカ入社会内部のピウそッ！？型権力構造仇都

市のニ次的共同体の中にも依然として持ち込まれ

ていることが多ャばかりでなく，場合によって，

その傾向が逆に強化・拡大されてさえいる，という

ことなのである。そして，その場合，さらに重要な

ーとは，かかる種族的連帯の倫理は，都市アアリカ

人にとって、低賃金，失業，疾病など生活土（／）諾［材

難に対する自己防衛，あるいは，特定商品の独占的

販売のための利日的手段として強調主れ，しかも，

その｜恥同じ都市アフリカ人でL，その出身種族支

聞の「組織的求心力」（注2）が比較的弱い集団にお

いてそれがより強く作用している点なのである。

この「超部族化 ないし「拡大部族JC')lえ念の

内包については， もとより 1・ルーシュ自身の現

状分析の成果としての理論と方法論との文脈に沿

って， さらに詳細な説明をしなければならぬとは

思うけれども（それについてはnにお」、てふれる〕こ

こでは， lに，この概念づけの中に想定される都

市アフリカ人の社会関係の変化が， その出身種族

集団の性格の相違によって大きく左右されるとい

うことの深い含意を確認し， かりに土地保有形態

を中心にして伝統的社会を対象化するについて

い つねtこ外部世界とのつながりを念頭におきな

がら問題に接近しなければならぬ， という筆者自

身の研究上の論拠と限界をあらかじめ提示するに

とどめたνと思う。

（注 1) V • B・ヨルダンスキー「熱帯アフリカ：
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調l旅内紛争の性格につレて」（li'lll：界経済と国際関係』，

1968年6月号， Z70ベージ〉参照。

(let二2) J. Clyde Mitchellが労働移動にIMJ.i1!して，

“centripetal tendencies，，とし、う語を用いた。

J.～＇an Velsen, Urbanization in African Social 

Change, .'iome Jlvfethodological Problems of the 

Study of Labour Migration, Inaugural Seminar 

of UCRN, 1964, p 4参照。

I ザンピアにおける「部族主義J

ザンピアには，通常「部族J(tribe）と呼ばれる

ものが約70も数えられるが，それを f語族J(Ian-

guage group）に分けると 30ほどになり，さらに、

その「語族」を主要なものだけに大別すると，

(1) チベンパ（C:il閣が旧）

(2) チニャンジγ （Cinyanja)

(3) シロジ（Silozi)

(4) チトンガ（Citonga)

の四つがあげられる。

この 4 「語族」のうち，近年，ザ、ンピアにおけ

る「部族主義j としてあい対峠しているよ二大勢力

集団は，チベンバとシロゾである。

この両者は， かつてベンバ王国およびロジ王国

として存在した国有の中核種族が，近隣諸氏族を

征服，支配することを通じて，その組織的強制力

の外延を拡大してきた。すなわち， 19世紀に，ベ

ンパはヱンゴ、ニ（Ngonりなどの周辺種族と戦って

これを従属させ，また， ロジはイラ（Ila）やトンガ、

(Tonga）を征討してその管掌下においた．この二つ

の種族集団は，植民地化以前に相互に接触したこ

とがなかったが，厳密にみると，その規模や性格

に若干の相違がみられる。たとえば現在，その数

のうえでは，ベンバが圧倒的に多いが，伝統的社

会の「組織的求心力j では，ロジがややまさって

いたといえる。



〔ザンビアの4種族グル一切

1. 窪領地帯における種族的系議

周知のごとく，ザンピアは， セシル・ローズの

BSA特許会社が，その統治権をザ、ンベジ河以北に

拡大することによづて， はじめてヨーロッパ人の

支配下にはいった。特許会社は，ロジ王国の最高首

長であったレワニカ（Lewanika）から，この地域一

帯の鉱業権と土地所有権を独占的に買い取り，鉱

業，農業の開発のためにヨーロッパ人入移民の誘

致に努めたが， ここには比較的有利な企業設立の

機会は限られてし、たため， 1925年に産銅地帯（Cop-

per belt）が発見されるまでは，ヨーロッパ人で

ここに定着するものは，一部の植民地官吏や宣教

師たちを除くときわめて少数であり，したがって，

植民地当見の開発への意欲はあまり積極的でな

凡例

く、この地域は久しくほとんど放置されたままに

なっていた。イギリスは王国としてより古u、歴史

をもっロジを， いわば「保護領の中の保護領」と

して優遇したものの， その開発が等閑に付せられ

た点で、は，ロジもベンパも大差なかったといえる。

イギリスは植民地化の過程で，政府および諸企

業を通じて土着民を労働者として多数雇い入れた

が，その際に，特に， ある種族のものだけを優先

的に扱うようなことはしなかった（ただし，北ロー

デシア時代の警察官など下級官吏は，主としてリビング

ストンくLivingstone）やプランタイヤくBlantyre）の

プレスビテリアン教会において若干の教育を受けたニャ

ンジャ人によって占められていたのは例外である〕 し，

また，行政当局によって創設されたインフラスト
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ラクチュアが司特定地域の住民に対してのみ恩恵

を与えたこともなかったc さらに，商業部門につ

いても， この地域では，東アフリカや中央アフリ

カの他の部分と同様， もっぱらインド人，バキス

タシ人がその流通機構を支配してし、た右るら， ザ、ン

ピアの特定種族がその弛域から生産さ，tLる商品の

販売について独占権をもつようたことはみられ

ず， ヨーロッパ人の入植に伴う新しい都市の成立～

も， その周辺住民の社会的地位や富裕度を例外的

に高めるようなこともなかったのである。

しがし，その後，♂ンビア北端部，カヲンガとの

国境付近J二 ｜［｜：界有数の埋蔵長を誇る銅鉱脈が発

見注れ， それに伴って南アフリカやイギリスから

大量の開発資本が流入するに及んで，北ローデシ

アは一躍中央アフリカで最も経済的に重要な地域

；こ変貌することとなった。それまで，フ！ - ), .シ、

ェfムソン（Fnrt.f ameso n）とりピングストユにお

かれていた行政の中心弛i主，今日のrレサカ（Lusaka)

に移され，北口ーデシアは，イギリスの保護領と

して，直接その統治下にはいったのであるO

ii主銅地，H；ーを中心とする大鉱業の発展と， 鉱石を

海I二出す鉄道の建設にfl'－，て itまれたヨ一日ツノご

人の入植と都di化と；ま，従来おしなべて停滞的な

生活条件の中で孤立しがちであった各地の種族集

団を急速に相互接近せしめるに至った。産鋼会社

が開発に必要とした土着労働力需要はかつてない

ほど大規模なものであったが， かかる新しい産業

中心地に多量に流入したザンピア人のうち， 1930

年代および1940年代を通じて，最大の労働力を形

成した種族集団は，エンゴニなどニヤサラン 1:(V、

まのマラクイ〉の諸種族（かれらの多くはそれまでワ

ィトワーテノレスランドの金鉱に出かせぎに行っていた）

と， ベシパ（かれらの中にはすでにカタンフゲの銅山で

働ヤでいたものもいた〉とであったといわれるG も
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むろん， 産銅地帯の労働者の中にはロジ出身者ーも

含まれていたけれども， その大部分は，やはりそ

の伝統的な出かせぎ先である南アフリカのヨハネ

スブルクに引続きおもむいていたのである。

1935年と1940年には，この産鋼会社にアフリカ

人鉱夫によるストライキが起こったが， そのとき

労働運動のイニシアティブをとったのは， ニヤン

ジャとベンバの労働者であったG さらに， 1950年

代になると，産銅地帯におけるアフリカ人労働者

の種族的系譜による分布がかなりはっきりした単

一パターンを示してくるようになる。すなわち，

このころかち， ベンペ出身労働者がしだし、にその

数を増し， その中から労働組合や政党iこ参加する

ものも多く輩出しはじめ， これと対照的にニャン

ジャ人の産銅地帯における勢力比重は目に見えて

低下 Lていったのである。しかも， その場合重要

なことは，このころから，ブロークン・ヒノレ（Broken

[ [ ill) ［ザンピア中部の亜鉛・鉛などの主要産地で，産錦

地帯についでヨーロッパ人入植者が多い都市］を含む

ザ、ンピアの鉱業中心地において， チベンパ語がア

フリカ人労働者の聞で共通語として認められるよ

うになったことである。かように， 回有の種族と

して，nベンペヵ；， 産錦地帯へ労働者ーとして多量に

流入することを通じて， より展布した語族として

のチベンパに拡大したこと，つまり，特定種族が

労働力の商品化を契機としてその社会的威光の外

延を拡げ， アフリカ人権力構造における「近代的

正統性J形成への道をひらいたことは，きわめて

興味深い事実であるように思われる。

ザンどアにおけるべンパ勢力の他種族集団のそ

れに対する優位が， この国の伝統的社会と外部世

界との最もヴァイタルな接点ともいうべき産銅地

帯において， すでにこの時期に確立されていたこ

とはもはや疑う余地もないが， そのことを可能に
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させた理由はいったいどこに求めらるべきか？ベ

ンパランドの産鋼地帯への物理的な距離の近さ

や，鉱山会社の求人における tribalfavouriti，刊は

この場合おそらく問題になるまい。 とすれば，ベ

ンパ人が産銅地帯に多数の労働者を送り込み， 労

働組合や政党における活動で特に積極的な役割を

果たしえたことと，かれらがかつてベンパ王国と

呼ばれた伝統的社会をもっていたことと， その聞

になにか関係はなかったのか？ もし関係があれ

ば，いったLtどのようふ脈絡で結びつけられるの

か？ 祭者にとっては， このような疑問に答える

ことができる枠組としての理論と， それを有効な

らしめる檎拠を想定するかぎりでのみ、 アフリカ

の伝統的社会の実態を明らかlこすることのJE当性

が容認されうると思われる。

2. 民族主義運動とムルングシ選挙

産銅地帯の労働組合や政党における種族的勢力

分布にみらJ1.たベンパの優位は， その後，三の国

の民族主義運動が「ローデシア・ニヤサランド連

邦」の解体要求という形で展開されるに及んで，し

だいにその影をひそめ，特に，英連邦内「1治政府

の獲得闘争の局面では， [Jc！内の種族的系議による

勢力不均衡は外見上ほとんど前面にあらわれてこ

なくなるつこれは，おそらく，ベンパ会中心とす

る民族主義理酌がまだ産銅地帯における人種別労

働条件の改善要求という範聞でしか行なわれてい

なかったこの時期においては， イギリスからつと

に手厚u、保H集合受け， 「li', 、政治組織の大部分を引

続き温存しぺ／うけえたロシのほうが， ゾ‘ールズベ

リの連邦政府とのかかわり合いからは， さしあた

りアフリカ人の利益を実現するうえでベンパより

はるか仁有利な立場にあったためであろうし，さ

らに一般的じは， 「ザ〉ビア人はおそ＇）く白人に

よる人種差別に対して身を持することにあまり忙

殺されていて， 自分たちの仲間に対する敵意をあ

らわすことができなかったjからでもあろう（注1¥, 

L、ずれにせよ， l!H8年 Federationof Afri仁川

Societiesが NorthernRhodesian African Con・ 

gressに改組されたとき，その議長にはロジ出身

者が選ばれたが，他の幹部連には一一チベンパ，

手ニャンジャなどの語族出身者がいたし， 1%1年

African National Congress （以下ANCと略す〉

の党主となったハリー・エンクンブラ（HarryNkum-

h肝心［土，チトンガをしゃべるイラ人であったが

その主要党員は，チンパ（S.Chimha）〔ベンパ／!1，身i

やカマンガ（R.Kamanga）〔チニャンジャをしゃべる

チエげ入〕などがら成っていた。 1958年10月に，北

部川に生まれたANC離反派が ZambianNational 

Congressを結成したとき，その同志の中には，前

記，チンパ，カマンガおよびカプウエプウェ（S.

Kapwepwe）〔ベンパ）とならんで， s.ウィーナ

（日＼Nina）や， シパロ（M.Sipalo）〔ともにロジ〕な

どがL‘た。もっともこの組織は，のちに United

National Independent Party （以下 UNIPと略す〉

の1引i会となったものであり，いわゆる“OneZam-

bia, One Nation刊をスローガンに掲げるザンヒ

ア民族主義運動の事実上の推進力であったかぎり

において，pan-tribalな路線を強く打ち出してはい

たが，詳細に見るを，それが当初反エンクンブラ

運動という形で組織されたため，かれの地盤であ

る南部州の出身者は否応なく排除されていたし，

また．ベンパ派のロジ派に対する反呂もすでにNI

J事的には見え社じめていた。

195:1年に ANCの書記長に選ばれて以来イギリ

ス官憲によりしばらく投獄されていたケネース・

力ウ Lダ（現大統領〉は， 1960年釈放されると同時

にlJNIPの党主に迎えられた。かれ自身はチペン

パ出身だが，両親は他国人であったため，系譜的
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にはむしろ atribalな立場にあったし，党活動と

しても， 者部州を除くす d、てのチMiこ支部をおいて

党員告と集めようとした。 なお，ロジのパロツエラ

ンド（Bar口tselandjについてはー植民地時代以来の

特別法に妨げられて，当初JCNIP はその内部に支

部をおくことも党員を集めることもできなかっ

た。 このこと拡唱ノξロツエランドの特殊な法的地

位（後述）に由来し， UNIPにおけるロジ派の立

場iこも少年からぎる影響を与えた。 ともあれザン

ピアの独立のために“ racial”“tribaい“provm

cial”な要素をできるだけ止揚せねばならぬと

張してい之カウンゲは， 1%三年と1964年の選手iこ

おいて，ベンパなど北部州出身者を中心とするお

くからの党員のほかに， 従来lまどちらかといえば

非政治的な立場を貫いてきたザ、ンビア人インテリ

の中からかなり多くの人物を選んで候補者名簿に

登録させ之。この措置は，カヴンダによって，当時

なお相当数国内に残留していたヨーロツノミ人有権

者からの得票を考慮したためにとられたともレえ

るが，やはりかれの意識の中では，！禁事閑ローデシア

における民族主義運動がエンコモ（］.Nkomo）とシ

トーレ （;¥J.Sithole＼との分裂によってそ J）戒功を妨

げられているのを目のあたりにして， たとえベン

パの政治的急進性への信頼は疑う余地がないにせ

よ， そのロジに対する過度な敵対意識がしばしば

この国の民族主義運動に対する国際的評価におレ

て不利な要因となれその結果ややもナれば本来

の目標たる政治的独立の実現自体が脅かされかね

ないとしう危棋があったためのよ引こ忠われるω

しかし， そのようなカウンダの懸念にもかかわ

らず，八ンバ慌のロジ派との対立は、 このニ－1U) 

選挙を契機として，以後，克人派とインテリ派との

反目という要素が付加されながら， むしろますま

す激化さft,るに王った。そして，そ山抗争が惚；，＇，＇、
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に遣して現実にあらわれたのが， 1967年2月の有

名な七面鳥事件注2〕であり，また，同年8月のム

ノレングシ選挙であったのである。 なかんずくムル

ングシ選挙は，種族的排他主義に基づく不正投票

をj丞じて，ベンノミ〈およびトンガ）派が， ロジ（お

よびニャンジャ〕派を全面的に敗退せしめたこと，

また，独立後まもなヤカウンダ政権がこの選挙に

よって一つの大きな試練の前に立たされたこと，

において， ザ、ンどア政治史上まさに特記さるぺき

：事？ヰなのである。

選挙結果を具体的にいうと，副大統領の地位を

めぐって，カブaウエプウエ〔ベンパ〕がカマンガ

〔チエワ〕に勝ち，チョーナ（M.Chona）〔トンガJ

t土シペロ〔ロジ〕を抑えて国務大臣の椅子を確保

し，向次官につU、てはチンパ〔ベンパ〕がムレムパ

(H. Mulemba) Cルンダ］を破った。さらに大蔵大臣

の斑争では，ウィーナ（A.Wina）〔ロジ〕かムデン

ダ（巳 Mudenda）〔トンガ〕に敗れ，同次官につい

ては，チャングブ（L.（‘：hangufu）〔ベンノパ〕がニレン

ダ（W.Nyirenda）〔東部外｜のトウムブカ〕の挑戦をし

りぞけた。また党青年隊長には，パンダ（D.Banda) 

〔束fHl)Hのセンガベンパと同盟している〕が無競争で

勝ち，同女子隊長では，ナンコロンゴ（M.Nanko-

longo) （ベンバ」がムクワエ（M.Mukwae）とナカ

テインディ（Nakatindi）〔いずれも口ジ〕を追い落と

した，等々である。

ーの選挙において見られた「部族主義」は，もと

より，いわゆる「民族主義と社会主義との弁証法」

({I.れとして特色づけられるアフリカ諸国の政治変

動において，特に，独立後にあらわれる民族主義

的」体感・連帯意識の崩壊過程の一局面にすぎな

いにしても，それを単に，種族的連帯の倫理が，

一部の sub-ministerialなレベルでの政治的野望の

ために利用された一種のセクショ十リズムである



と規定するだけではけだし不十分であろう。つま

り，産銅地帯の労働組合や政党におけるべンパ勢

力の優位について前に述べられたと同様な意味

で，ここでも，産鋼会社のローヤリテー問題や主

幹産業の国有化政策などにからまる経済的利害状

況として新たに外部世界から提起された諸条件に

対して，ベンパやトンガがいかに適応し，政治権

力を少数者の手に集中させえたかを， 当該種族集

団の社会・経済的構造とのかかわり合いにおいて

追求されねばならないと思われる。 しかし筆者は

その前に，ザ、ンピアの歴史において特殊な法的地

f立を与えられてきたロジのパロツエランドについ

てなお若干詳しく述べておかねばならなU、。

3. パロツエランドの地位

パロツエランドはザ、ンピアの両部に位置して，

全国土の約7分の1にあたる広大な地域を占めてし、

るが，この国の政治・経済的中心地から地理的に遠

く離れており〔ロジの行政的中心地モングー（Mongu)

はルサカから約640キロの距離にある〕，その住民は，

主としてザンベジ河の毎年の氾濫で冠水する約：t~

キロにわたるブロジ（Bulozi）一一「平地Jの意一ー

において，穀類，カッサパ，ジャガイモなどの農

作，牛，羊，山羊などの放牧， ミツロウ，獣皮の

生産および漁携活動によって自給的生活を営んで

いる。農産物の市場販売は，輸送上の困難（削）の

ため全く末発達であり，住民の貨幣所得は，中央

アフリカの他地域と同様， 主として都市ないし産

業中心地における出かせぎ労働者からの送金に依

存せざるをえない。

パロツエランドが以上のように比較的孤立した

環境の下におかれてきたことは，伝統的な政治組

織を内部的に成熟させるのに役立つたが，反面ま

た，それは，住民をして民族主義的抵抗運動を含

む社会変動に対して極度に消極的な姿勢をとらし

める結果をもたらした。パロツエランドがイギリ

スの「保護領（北ローデシア）の中の保護領」として

特殊な地位を与えられたのは， 1890年以来のこと

だが，パロツエランドがまさに特殊なる所以は，こ

の地域が終始他州、｜と全く異なる法的・行政的規制

を受けてきたということではなくて， ロジの最高

首長とその一族一一クタ（Ku吋と呼ばれるーーの

寡頭政治に基づく伝統的権力が，イギリスの政策

的意図によって他地域より多く保持されてきた点

にある。ロジのイギリスとの結びつきは，前述の通

り BSA特許会社とレワニカとの協定にはじまる

が，イギリスは，この古い，よく整序された政治組

織をもっ王国に対して，特別に儀礼的尊敬をもっ

て接したのである。たとえば，レワニカやその後継

者たるイエタ（Yeta）をロンドンの戴冠式に招待し

たり，また植民地政府をして，他の種族集団には配

分されなかった資金をパロツエランドの土着統治

機構に与えさせたりしたことなどがそれである。

しかしその後，カウンダの UNIPがこの国の民

族主義運動における一大勢力として台頭する気配

が濃厚になってくると，ソールズベリのロイ・ウェ

レンスキー連邦首相とその一党は， パロツエラン

ドの最高首長と立法審議会とに対し， もしこの動

きがさらに進展すれば， ロジランドを含む北ロー

デシア全域はやがてベンパを中心とする北部州諸

種族に支配されてしまうだろうという危倶を抱か

せることによって，かれらに UNIPの新勢力に抵

抗し，政治的に分離・独立への道を進むことを決

意せしめた。そして事実このとき以来，パロツエラ

ンドの最高首長ムワナウィーナ・レワニカ（Mwa-

nawina Lewanika）は，実際に，カウンダの UNIP

の政治活動とその影響力に対してこれを牽制する

構えを見せはじめたのである。たとえば， 1962年

UNIPがパロツエランドにおける政治集会の開催
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を要求したとき， かれμそれに対して詳11fを与え 〉ガンベラなどに代表される伝統的権威tこ結び、つ

なかった L，また，同年lO)Jの選挙では， B日trotzc いた過去の権力者と， ナリルンゲウアやA・ウィ

National Party（以下BN Pと略す）に暗黙の支持を ー十などに代表される都市化された新しい知識人

与える白人政党 UnitedFederal Party （以下UFP との間に， その行動様式と価値判断の基準をめく

と略す）と同店したのである。かくてウ ιレレスキ -) て救いようのなし、分裂と抜き難い不信だけが残

ーは，ムワナウィーナの補佐役で，実質的にBNP される結果となったのである。

の指導者であったロジ出身の連邦議民ムピクシ

タ・レワニり （（， Mbikus山｜刷、，anil四）を抱きこみ，

他方，ムけ十ヴィーナは，連邦政府の公然たる同意

の下に，新たにエンガムベラ（Ngambela）を任命し

て，バロツエランドの分離・独立を画策せしめた。

しかし IJ"JJPの勢力は，ソールズベリの長自民地

当局や，ロジしつ支配グル」プの敵意｛かれらは UNIP

に対抗するためにベンバの勢力下におかれていた産銅地

帯にもロジの影轡カを拡大しようとし，事実過去lO年来

lこかなりの成果を収めた）にもかかわらず，ハ日ツエ

ランドにも」、よいよ深く浸透していったのであ

る。もっともこれについては，近年パロツエランド

において7 ムワンダ（Ml,uncla），ルヴアし（Luvale), 

tンコヤ（：＼＇ko,a），コクウュ（Cokwe）なとーその

従属諸種族のほうが，数のうえで固有のロジより

も，むしろはるかに榎位をしめ，しかもかれらが，

ロジの最而首長；による伝統的な寡頭政治に対して

かなり反感をつのらせてきていたことも， それに

あずかつて力があったと恩われる。

ともあれ、 UNIPはこの地域の選挙で‘ 2人のロ

ジ出身の候補者，ナ 1)1, Lグワ（M.Nal山ngwa)

とA・ウィ…ナ（ArthurWina）を立てたが，両者

とも地元の BNPCおよびANCその他〕の候補者を

抑えて圧勝し， UNIPJJ勝利は確定的と ii. ＇た。

（もっともウヴンダはパロツエランドに対して、ロジの

伝統的な統治機構を急激に破療するようなことは決して

しないことを約束したJかくてパロツエランド側か

らャえば， l,iJじロジ人ともヲ IJNPの1h導ri♂やヱ
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このパロツエランドのムワナウィーナは屡々ブ

グンダのカパカと比較される。たしかに，かつ亡

「j.j t主的jとさえいわれるほど「組織的求心力」の強

かった伝統的社会をもち，植民地化の過程で，政

府から特別な保護を受け， その古い政治組織をな

お存続させながら，その後，他種族による民族主義

運動が展開されるに及んでしだいに内部的な分裂

を引き起こし，政治権力としてしだいに孤立化す

るのを余儀なくされた点で， この両者には少なか

じさる類似性が認められる。 もちろん， R・1・

ロットパーグ（Rotberg）が指摘したように，ムワナ

ウィーナの支配したロジ住民は， カパカの統拍し

たガンダ住民ほど，種族集団として単一性が著し

くなかったこと， また，ムワナウィーナの士也伎

は， カパカのそれと比較して，法的には若干強く

ても，政治的にはより早く弱体化したこと，さら

に，そのため，ノミロツエランドの新興民族主義勢力

(UNIP）への平和的統合は，ブガンダの場合ほど，

イギリス側から妨害を受けなかったこと， などの

相違があったことはたしかであろう｛往日。

( d 1 ) R. I. RotLerg，“Tribalism and Politics 

of Zambia, Africa Rψort, October 1967, p. 30. 

Cd:訓 2〕 1967年2月，ノレサカのある r'1人肉屋が， ク

リλJλHlじ出J'',O),/dl筏りをカ Y ンガ副大統領夫／、

に阜市 Jたこと方ら政治問題；こまでf(:)1(I.た事件。 ，u工i
／＂＇：かけ蛍業停 Jit;_ C;iセられた肉屋！ょ，これを不淑と L

て白人弁護士を依頼 L，最高裁判所を通じて営業停止

処分を撤同せしめた。するとこれに怒ったUNIPの育

11将 約 150人（、ノパの党人派）が 3｛；のトラ y クb二

分すけ，てぬれ：・， 1，，、Ibe: を襲い， j＇~ Ti, &ci物破壊なと＇.＇／



Ⅱ伝統的社会の「組織的求心力」
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行を（動じま f司この青年l滋の行動を激！く -Ip費量［介タ

イムス・オブ・ザンピアの白人主導主に対していやがらせ

を続け介。これに対して最高裁判所は，市長と隊長に実

刑jをI, ,I 、渡しラハウ＇／ ：＇大統領 t.,n憾の也、を表 Lt・≫:,

けっきょくは大統領特赦により政治的に解決された。

（注、：l) 足凶制『7 ＇＇） カ諸過にお1.lる経済↓［ ι』
（アジア経済研究所， 1969年〕， 5ページ。

〔注 4) 主1注目路は？i'n、く））改善・＇ l I O二が， ！ン

グーかりセナンガ（Senanga), セシェケ（日esheke),

カラボ（Kalabo）に宅る支道はう 補装セれていないた

め，じ干です i 1＇：動車 y) ?i行u例経をさ υゆる。主た

リビングストン・モングー・レアルイ（Lealui）を結ぶ

河川it七るが、 主中い十：かの!i'ti6あ J ご・Jr実 i,j1f行

不能であり，したがって，毎年何カ月かは外部からの

交通ふ＇ cl~ 断さ：i: l：しまう c

（注5〕 R L Rotberg，“What Future for Baro 

tseland，＇’ぺ{ricaReport. July 1963, p. 23. 

II 伝統的社会の「組織的求心力」

前章で述べたことから知られるように， ザレピ

アの権力構造における「近代的正統性」は，産空間地

帯の労働組合活動におUても，連邦時代の自治政

府獲得運動にお！ぜ、ても，また，独立後のi王i有イヒ措積

をめぐる権力闘争においても， その主たる担い手

を種族的系譜か c，みれ（工、明んがにベンパのロジ

に対する優位，というかたちで示されると思う。と

すれば、 ザンピアの外部世界とのか乃‘わりかん生

まれた新しい諸条件の中で， ベンパと U、う種族集

団だけがよくそれに適応しえたのはなぜなめか？

一般に，低開発国研究においては，地域的発展

の不均等性をゆ］ムかにすることの重要性が強調さ

れてすでに久しいが， そうした主張の基底には，

伝統的社会が外部からインパクトを受けた場合，

t,とにあった社会関係の性格如何によ v 、て， その

変容のあり方が様々に異なってくるという認識が

前提としてあ d yたに違し、なヤ。ところで． ヘンペ

とロジの伝統的社会についていえば， いずれもか

, ）て王国として「子在していたという事実からわか

るように， それらはアフリカ諸国の中でも，その

「組織的求心力」が強いほうの部類に属するとい

えるc 現に，この二つの社会がアンコーレやアシ

ャンティやブガンダなどとともに屡々人類学者た

ちの研究対象とされてきたのも， おそらくそれゆ

えであろう（注l）。しかし，ベンパとロジの政治社

会を， さらに詳細な分類尺度で比較すれば，その

「組織的求心力Jは，後に述べるように，ベンパよ

りロジのほうがいく t)7)＞強ャζ とが認められる。

しかし，伝統的社会の性格を示すのに，ただ［組

織的求心力」が強いとか弱いとかいうだけでは，

いかにもその社会，経済的実体の裏付けに乏しい

し，説得力もなく，ときにはその含意について甚

しい ;lt＼解を邦くおそれさえ生ずる。かくて「組織

的求心力」の強さをはかる具体的基準は何か，と

いう二とだが， ごく一般的にし、えば次のようなこ

とになるだろうのすなわち，その社会が地域共同体

としてどれほど古くから存在しているが， どれく

らいの人口規模を擁しているか，政治権力がどの

程度中央に集中しているか，行政支配がどれほど

末端まで行き届いてし、るか，立法議会・裁判所など

の諸機闘が制度としてどれ位統合整備されている

が， 中央の維力装置を維持するためにどのような

生産組織，再分配機構および労働力動員体制が用

怠されているか，いかなる社会階層があらわれ，ど

のように分化されているか，等々。以上さまざま

な基準のうち、最も重要なものをあげるとすれば，

やはり政治権力の中央集中と，階層制であろうが，

筆者がそれらがアフリカ諸国の実態との関連で，

特に深い意味をもっと思うのは，この両者が，たと

えば，ヨーロッパ諸国では，封建社会から絶対主義

への過程において典型的に結合してあらわれたの

にもかかわらず，アフリカ諸国では，必ずしも併

行的にみられない，という点においてなのである。
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いうまでもなく， fブリカ諸問には，核家族を

中心とした血誌的紐帯を基礎とし，「安全Jと「平

勺」の原理に依拠して成立する原始的な共同社会

のほかに，王制やそれに類似する機出の下に、政

治権力がかなり中央に集中された社会も存在した

が， これらアフリカ諸国の中央集権的性格をもっ

伝統的社会におし、ては，通常，その行政経織上の

原理として、レわゆる「独立分権：的な関係が認

められることはあっても， 中央の政治的強制力か

l行政分権｜のメカニズムを軸として末端まで浸

透しえた事例はほとんどみられなか〉た。

ペンパの伝統的社会では、 ワニ！炭を代表する故

両庁長と，パケピ口（｝地kabilo）という良成階出か （）

なる評議会をn:1l，（として，以 i、，領域前長‘村長，家

長（および般住民）と枕くじ｝ラミ／ F n~Jv ＞ 組織構造

がみられたが，世襲的な領域首長の分［tiJIt，中央政

府に対して比較的独立性が強く，したが r pし統介

！号、理としてはむしろ中央集権的色彩が薄か J けこ。

また、「組織的求心力」がより大きいと思われる

口ジの伝統的社会でも、 リナビ（linabi）と呼ばれ

る王族と宮廷＇ i'f僚の下に政治的t;_上下関係を律す

る複雑な三没の組織一 ~J(主を中心と L た居住市粒：

としての観念的な地方組織と，マコロ（makolo）ま

たはリクケ (likuta）と呼ばれるi;C"'}f, 司法上の単

位セクターと，穀食を媒介とした民納単位として

の実際主の行政組織とからなる が存在した

が，王権はエンガム＜ラとしづ世俗的行政長官の

存在によぺて多少市！J約を受けたし，また、評議会

自体もナロロ（nal円lo）とリアルイ（lialui）という

こつの宮廷に付属・分常されて， その権力はある

程度JJ1J制されてu、た。

なお， トンガの伝統的社会にヲゼつては， もとも

とヨーロ、ソパ人の来往以前には無国家的状態にあ

しまた‘ ii！央集権的な政治単位としてはムンジ

50 

(Munzi）とlliJ'、ばれる村落ないし村落連合以上のも

のをもっていなかったため，首長の権能にも，儀

礼的な要素が強く残っているだけで，行政的強

制，貞納の収受，紛争の調停などの政治，経済的

規制力はあまり大きくなく，したがって， ここに

は自己完結的な統治機構，官僚制度，司法機関な

どが発達する余地はほとんどなかったはi2、つ

要するに‘ これらザンピアの伝統的社会におい

ては， 首長が生産手段を外見上、独占的に所有す

ることはあっても，生産物から生ずる利益が特定

少数者にのみ偏在し， そのことが政治的な力関係

μまでJx1挟さ1lることはなかったとし、える。 もと

より，これら社会か民族的統、＼資本的集中，官

僚li}iJの整備ーとし、タた主うな近代的中央集権市！Jを支

える諸要件を欠いていたことはもちろんである

L，主た，たとえ特定の地域の特定首長に例外的

に政治権力の集中カ‘見られても、そこではせし、ぜ

L、「独立分権j的関係に基ノ5v、て村落レベルで富の

再分配がおこなわれたと L、うにすぎず， したが＇）

て、それが階層分化をflt行的に現象せしめること

は決してなかったのであるc いずれにしても‘こ

のぷにこそ， 一般に「首長ffjlj[＿＇§家j とし、う名iで呼

ばれるアフリ力社会の中間移行型的な性格が求め

られることに異論はなレであろう 3

ラチン・アメリカにおし、ては中央アンデスとメ

ゾアメリカなど過去に複雑な階層昔話を保持してい

た社会は， スペインの植民地になって後も，なお

従来の社会関係を存続させた（その過程で階層分類

が街路化されたり， J.'J.flllは存伝しなかった新しい中間階

溺が発生したりすることはあっても，階層社会の医分そ

のものは，むしろいっそう強化される形で伐った）のに

対して、 ウルグァイやパラグァイの原始的バンド

社会や， インテルメディアーテ地方の階層制の単

純な社会は，植民地化とともにかつての社会関係
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は全く絶滅するか，もしくは‘解消してしま〆ヲた

ということである（注3）。

筆者は、 この所説の是非を，ラテン・アメリカ

の実態に照らして検討十る資格も余裕もないが，

ただ，レまここでいえることは， これと類似した

視角による分析が，近年多くのアフリカ研究者’に

よって実際にお二なわれてきたこと， しかも、そ

れが単に植民地化に伴う現象の説明についてばか

りでなく，また，独立後にあらわれにさまさまの

外部的インパケトに対する反応の吟味としても屡

々援用されているということである。白I/記の J.ル

ーシュによる i起部族化jなレし f拡大部族化jと

いう概念も，そのような接近視角をふまえながら，

ガーナのアク弓？試みられた調査研究の成巣の・

つとして提示されたものである。ともあれ， ここ

では， へンノ吾、ロジおよびト／ガの伝統的社会に

ついて，階層制の問贈を簡単に検討して見ょう。

ベンパの伝統的社会では，首長（鋲域首長を合め

つの経済活動にかかわる権能として見い出され

るものは，伐樹，播種，初収穫などの儀式のほが，

i丘年一定期間賦役を調達して菜園を耕作させ， 穀

類，狩猟獲物などの賞納を受け，また，特定の交

易品（象牙，時五，鉄砲，衣類など）を独占的仁所有ー

するなど，若干の特権があり，また村長について

は年少、血縁者を役務につかせ、伐！払播J誌の最

初の 1日分の作業に賦役を求め，また，酒，肉な

どの貢納を受けるなど，首長よりも少flk、ながら，

いくつかの特権が認められたo しかし，現実に，

まず首長にとっては， 社会集団の主長としての政

消的機能より、 系譜の代表者としての儀礼的役割

のほうかより大きし、し，また，村長にとっては，賞

民のためにその命令を下達し‘ 租税、回：役を徴集

する組織上の任務を負わされているにすぎない。

しかも .0.れらは人格的i干価を円：心と iゐ慣桁的な

サンクションによってその支配権の行使を監視さ

れていたため，社会・経済的な意味での階層化は

ベンパの場合それほど強い形であらわれていたと

は思われないC1t4¥

ロジの伝統的社会では， 士地とその生産物が王

を通じて国家に帰属されるというかぎりで， :Eは

その上地に対する菅理権に基づいて生産物の貢納

を要求しえた（ただし近年は生産物による責納が廃止

され，主はこれを貨幣で購入するようになったが，住民

は「主は士地国家なり jという観念からその代金を受け

取らぬ4二とが多いという〕し，また，王自身が，ナム

カオ（namukao）と呼ばれる菜園や， リテインディ

(litindi）と称する漁場や葦床をもち，たとえば，リ

テインニ戸、ィ iこ＇）いては， 乾季にそれが一般住民に

開放されると，王はその漁獲物の一定割合を受け

取り，また葦床については， メリり取った葦のn分

の1を請求しうるなど，いくつかの特権をもっ。し

かし，他方において，王に届けられた魚などは屡々

村民に再分配されたし，また，ナムカオでの農作物

のi奴量が少なくても，王はその請求権を特にきび

しく主張しなL、から，事実ι社会の統合原理と

しての再分配体系をつき崩す形で階層化がおζ な

われる機会はほとんど見い出されなかった（住 5）。

しかし， トンガの場合については， もともと儀

礼的な機能以外にこれといった特権をもたず，植

民地化後（1918年）にヨーロッパ人政府の手で設

置された首長領の長となってはじめて裁判権や立

法権を付与されたにすぎないこの地域の首長は，

その支配権の効力と範囲につし、て， ロジやベンパ

の場合とは比較にならず，村長も村落内の世俗的

td出i値をもっ物件に対してなんらの体策jを持たな

かったけそのうえ，村長は住民の移動を規制する

ことはできなかった（形式上よそ者が入村する場合，

村長の許可を必要としたが，それも実質的にかれ人の移

ラI



1970020054.TIF

動を規制しうるものではなかった〕二とは，そこに親

族情成を藷にした身分陪坦制が発生することをす

ら妨げる結果をもたらした。したがって， トンガ

ランドでは，後（こ遺べるように，その後、首長や

村長の代わりに，一般住民が未利用地を開拓する

という形で，社会的成層化を現出させていった点

が控目される（注6）。

さて，ここで「tfrIJ ・／~ーシュの概念に戻るが，

いまもし「組織的求心力」が強い，ということを，

階層制が複雑な，という意味にとれば， 一般には

社会におし、て階明化が］ffiしわば進むほど， そのH合

成員の共同体帰属意識は弱まり，反対に，階層化が

進んでヤなければ進んでいなν、ほど， その意識は

通常強く掛る，と考えられがちであるが，もし，ア

フリカの伝統的社会においてもそうだとすると，

「超部族化」ないし「拡大部族化」の概念づけなど

いっこうに意味をなさなくなってしまう。しかし，

Jりレーシ品の概念づけで注目さるべき側面は，本

恥伝抗的社会における成員の行動様式を大きく

左右している集団帰属意識が，換村で，は単に住民

間の社公的規制力として作用している仏すぎなU、

:t (Lども，都市においては，かかる意識がむしろ社

会保障の不備を補うものとし積極的に利用され，

し加も， それか政治的悦制カトこまで高められてい

る，という点にある。換言すれば，農村社会におけ

る生活保障の必要がら生まれた大家族による規制

や，種族的連帯の倫理が，もはやそれ本来の目的が

栄元こされる見込みも必要もなヤ都市的環境の中で

鉱山，プランティーション労働者や家内労働者に

生汁をたてさせる手段として，主力こ，カミれらに労働

組合や政党において組織力を強めさせる方便とし

て用いられ，伝統的規範のもっていた溺合的効果

力工新しい現実の中で国家レベルの間閉た転化・発

現されようとしている， ということなのである。

ラ2

もちろん，アフリカの伝統的権力構造が，楠民

地体制によってつくられた諸都市の中にそのまま

の形で移入される可能性はほとんど考えられない

い事実，都市アフりカ入居住集団の長たる地位

は， その種族的系譜よりも，むしろ富と U、う社会

的威光によってのみ保証されるようになってきて

おり， そのかぎりにおいて，その長たる機能はさ

まざまに変繋を余儀なくされるであろうが， ーこ

で重要なととは， それにもかかわらず都市や産業

中心地に流入した大部分のアフリカ人が， その内

部に非人格的な「職務のとヱヲルヒ－Jを形成せ

ず，あいかわらず，かつての人格的関係の連鎖

や，伝統的価依の序列をその社会関係の自律的原

理として持ち込んでおり，しかも， その傾向は，

かれらがかつ亡属していた伝統的社会がフラサト

な社会であればあるほど， いゥそう顕著にあらわ

れてU、るという点なのであるの

以上のことから示唆されるととは， いかなるア

フリカの伝統的社会においても共同体成員の権利

が， かれらの労働カとか需要とか生産能力などと

は独立に，形式上平等化される形でのみ成立して

し、ることに変わりなく‘したが，－，て，それは，かれ

らの聞に富の差異として反映されることなしに，

ただ，外部世界との関連からのみその社会的力関

係の強調を生ぜしめている， ということであり，

かりに「組識的求心力jの語を，階層制tこ結びつ

けるにしても， それは，たかだかピラミッド型の

｛独立分権j的関係』こ基づU、て慣行的に富が再分

配される社会制度としての身分階層制を意味する

にすぎないのであって，決して国家形態をとった

ヒエラルヒーの中に営の不均衡が制度化されてい

る経済史的概念としての階層分化を予想してはな

らなヤ点である。

（注 1〕 たとえば， M Fortes & E. E. Evans-
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移行する過程でその社会関係を成層化する段階を

符に土地保有に関する法的系統化の断面できった

ものとして理解したいのである。

「士地保有階梯j をロジラ＞ I；におけるさて，

王→村長→家長（一般

fitOと縦につながる政治的単位が存在するが，か

りに，特定の士地が当事者の成員権（血縁や養子縁

組に基づく居住）に主主づu、てその最終的所有者（王）

から F位保有者（村長・家長および一般住民）に初り

Pritchard，“African Political Systems，＇’ 1%:-l, Intro-

duction司 p5以卜主主.WC: 

( d. 2) E. Colson & j¥1_ Clue!くman，“Scve口 Tri-

he泊。fBritish Central Afriじa,"1%9, pp_ l, 94, Hi1_ 

( -:!' 3) L',',' 111.i主，！i；「Jl-'d:fl :' C') ,;,~ ff;Jt: 特l’ ii.！、
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14 ）久uclr守y[ Richards，“The Political Svs 

ternりfthe Bemba Tri¥w, p_ 1οs '.I ; 

（十日） !¥ lax c; l ucl、man，“ihe l川町内fBaro！町

land in >lorth ¥Vestern Rhodeshia," pりi）：）、卜 J

( .L fi) E 仁川片山、“Th巳 Plat巳，llt Tonga of !¥or-

the了nRh引desia.竹 I%＇.＇、 p102 ;J, , ! , I.ドド 172U ト，

兵体的に見ると，ここには，

その法的権利・義務関係分与される場合，、J，矢 vγ一、‘血、，

は‘壬と村k，村長と家長（一般住民）といろ呉台

相互に最t近し亡、つの階梯の間にのみ生じ，

士地を占有していた古事者が死亡または離

相続人ιなく未利用のまま放置された土

、υ 包ー

だik, 

ザン 1二アにおける L1山県{f

アフリカ諸問の社会変動の中で

I
 

H
U
 

Lソ、とのことを‘

十jーして，品も主要な争点と fトノてし、る上地にからめどし、え

下位保存者（家長お上び一般住氏）か （，J：.｛立

保 fr者（村長）に返還，帰属される場合も，i可十五に，

家長（および」般住民）かん村長へ，村長カミら王へと

いうふうに，必ず）！民を追－， -c f¥I・J活L，決してその出

の階梯を飛び越えて復帰することはなL、。つまり，

i也が，d、｜組織的求心力jが最も強い社会でもー階！脅f¥jlj

はl¥-i.に社会制度としと権利化されて νるにすぎ

に決Lてl11]1l!fに財1皇制度として問｛系J 》IJられて

そしり；立lj長か「》才一).t[J,；付 ;l, • いな L、と L、え上う

政治単位としての各階梯とu也に関する権i手l]I土，

ポパ十々（¥fohannan）がν－，たように，まさにil弓f己

I 14家」と i,ii：人1粉河市JJ}_I 2と二J ) trから欠いている7

7 IJカ，7)伝Mc的社会では， I1：地保有l(land tenure) とし、うことである。分か九灘、く結び／川、ている，

上佼保有者からド佐保有者に Fl白］するfこだ L,民地保有j!farm tenure：，とし、う話とし、う上 IJ L、

実際に外見上，階梯を飛び越えて土地がときはオ£ともあれ，－／； λfiJ.'.1) !lゐべきかもしれf仁＼，，，itい門

上形式的にはあくまで，議泌される事もあるが，ザンビア♂〉｜組織的求心力」の概念企‘本－，：，・ ；土‘

地を分与されたものが属する政治単位のi直接の伝統的七地制度における個別手例の次元；二引き古

この「復帰（相続）請求権_I (revernionary i立が，(1¥lax CluckmanJ 主としご，＼1・ゲラ、ゾケマンせて，

下位保有者が上位まfこ，nght）の対象となるし，実体的に明らかにしてみの所説I•二依拠しながら、

当事音（たとえば家長お

よび一般住民）がμ分の属する政治単位のi直接の長

（その場合村長）に対して与えられた義務を果たして

｛米石青へ上1i,Jするときも，,_ 干し日t九
五’ I〕＇ Lン。

ロジの；土地保有F皆様」

一ブ力
ノ＋地保有階悌_I (es凶tesof holdings，とは，

一つ上の階梯の政治単位のよ乏にの場合王）し、jl tま，その内千干を一！::Jでノ々 マ， Fl身,J)用語であるカ

に対して特定の土地（たとえば国有地）の保有を議れジランドにみ f一》れる身分階持，Miこえれιいえば．

ロジのーI:総じて，

政治単位として事実上最も

ラ3

しかし，求しうる場合もある。

地保有

ただ筆者として

平等性会方、階級的分裂会伴う i：ほ家i二

した土｝也市！J度のことーである I,'1 2 , c 

二Jd：’，J土，
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大きな力をもってャるのは村糸：であるから、 事i

i欠保有者は村長；であり， それ以上の階ぬへの「復

•hi；付日内）：古4付往j tl 1', R的iこLか frィ＇1:しえなし

ように忠、オJれる j

なお、 各階Ffiでの士地保有l土、それぞれ各政；｛i

弔仇への成日権を基礎として成立しているので，

l宇佐保有者と下位保有者との問の権利， $'.d与の内

存i土， どの階十年；でも大差（i:Ti. レL, また、 日立｛ネ

千T者の政治＼＇..｛＼＇［ ；こと・，て特に l主要な｛ι；fi：にある l二

I也が主lld実上位保有者に悼属されるl、Lでも、 各階級

問で特；こ変わるところはないじただ， 法終的所有

者と見なされる王だけi士、 分与した上地のrl；狭に

かかわらず， ,j・へての下位保有名に対Lて忠誠を

要求することができた。

目、上のこときロン山土地制度における i!J;¥H的序

列によるしぺ J 川、の階悌の存在は， t: f.'1~ flt~ flιーが

l::J也に｜羽寸と主催手I］に対応したj義務を i、.f,'i:保有者に

上 i）多く分担 5せるとし、〕仕方で、二山11.＼山政治・

ti：会組設を、－'i-) uhて｝民主;f:／（ι（！）；こ Lている ご

もあれ‘この H也iltH-fl法梯Jの十で今占が身分

者またはその家族に帰属する c;譲渡による土地保有

の場f,）か，のし、ずれかであ J ，て， 決して村長にま

で徒主j＼することはなL、。 このことは［組織的求心

力jが強」、任会におし、てほど、「土地の集団との不

PJ分性iがl(I 3 J，身分階層市I］の強化とし、うかたわ

でラ色濃く認められるということ，したがって．

f二±ili(}) n，~：人保 ff化一一それはやがて階層分化につ

な治主る ，＼のすすjきがかえって抑止されて」、るこ

と，を意味するであんう o b、わゆる「首長制出家j

の中間停行lf;'Jなる性格は， まさにこの上うな点に

も求められ）.）ばならぬと思われる。

なれ、それに間連して， ロジの士地保有形態の

中かf》告干の問題点を指檎するならば，

第 lに、 ロジの伝統的社会では王が村落を通じ

てひとたび士地を ー般住民に分与してしまうと，

その権利は， F：を含む第 3者（｝）請求権に対してト

分：ttttしうる（王i’i身が要求Lても人三手できなしウこ

とにIr. 》ていたれ このことは，ロジの寸法• fi・1攻

活機関が特定の法律tこ苓J 5 L、て一般住氏の権利を

保認しえたことを前提と Lており， したがって，

l併層制ごと’）｜事E主力、ム特に直悦したい問涯は、 I iii この ！：地保有階梯jは、 土地そのものの性絡が

’・rn:・ cm来日〕ロ昆父権ーの効力範liflである｝ 学：こ i集団のー側面；であることから、 「集団化

ロ〆 n{i;f充r't'J社会におv、て主；：， i,弓1；：刀、.) J.i;(J主的 への｝il-;{t是j となるこ正への Jノレケ－，， - ;t,として考

な政治単位か村治であることはすでに述べた通り えられる上うに思われるiIL 4 ,0 

であるが， 11 ノ上 I) I 組t苦~的求心力｜内はるかに ~三に，ロジでは士地の分与が村落を通じての

拐し、トンガび）伝統的社会におし、てit、政治時係に み行なわれることは前述の通りであるが， その場

おける村誌のi見制力はきわii） て：mく令 ！；地保有の fr，村長が王族の一員（たとえば，王子や王女）であ

主体はむしろ個人または家主矢であるo J 1_ I），只 〉て札， その分与は王からその人個人へのものと

体的lこ！‘、うと‘ロジにあっては， i土地を保有して は見な主れないr このことは， i士地保有階梯i

L、た一般住民が死亡または離村して守 相続人がふ に上る l::J也背理・処分権の下位分与というロジの

L、場合ラ その ti也はた民家長を通じと村長に帰以 内己分体系の中で，儀礼的な系譜による親族関係ょ

するが，トンガの場合には，その土地は 1.tr，巨的 りも、 世俗的な機能による政治関係をその社会制

に村落に帰属して，での実，荒蕪地になる（成［Hfuに 度における価値として優位に置く傾向を示してい

）よ，；くl：地｛収｛fc'lJ{,; fr〕か、ある L、：t，七三の｛来手i ゐ上ろに思;j，れる。
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お3に，ロジの王は，住民の交通上の便宜のた

めに， イロシノに水路を掘る事業を襲守行な＇・＇てい

るが， されは『 U、わゆるシスホ。（矢田up川一一－f警

の不動産物件の表示（注5）ーーとして， 土地に関す

る権利を世俗的に確認せしめる目的をもっていた

けれども，そのほかに，王が，この「土地保有階

悌｜を支柱として、 個々の共同体と土地をより強

力ts.上位集団と枯合させ， 同時に，かつての貢納

物存分配の形式a:'I台水事業による住民への利挫

避元に変形せしめるねらいをもってレたとも考え

られ，その意味では， パロ、yエランドの専制的な

政治体制となんらがの関連づけがされうるかもし

れなu、という点である。

2. トンガの「未刷用地偲人保有j

前節で述べたロジの「土地保有階梯」は， 平等

社会から階級社会への移行過程で， いくつかの共

同体と土地か一つのより大さい集団U結合されて

ゆく現象として把握されるが， 本蔀に述べるトシ

f} Ul末利用地の個人占有｝：士、 むしろいく ／）かの共

j,fj f本の内部で特定の土地が集団から分離してゆく

現象として理解される。つまり，前者は， 土地保

有に関して司 「首長制国家j の階級社会との接点

に見られる問題であり， 後者は，その平！！S:十士会と

の袋店、（二生ずる問題である司とし、え上う。

トンガランドt土、 19位紀仁北部をコロロ（CololoJ,

エLデベレ（NdebeleJなどによる侵略の脅威にさ

らされ，南部をロジによる支配の下に屈服を強し、

られたか， そのためかヨーロッハ人の来性以前じ

はベンペやロジ仁お付るような統一的な政治組織

全もちえなかったc L f;こかつて， トンガ‘のi'tf長の

支配権はきわめて鳴く、かれらが裁判、立法に関し

て権限を持つようになったのは， 1929年の「原住民

統治機構に関する法待J(Native Authority Act）以後

のことであるにすぎ允い。 tlli節でも鮫れたよう仁，

村落なヤし村落連合以上の中央集権的政治単位は

存在せず，また，村落自体もその境界区画が不明確

で，固有のトンガ以外は住民の移動がはげしくて，

社会の安定性は著しく欠けていた。なお，以下に述

べられる事例は，すべてプラトオ・トンガ（Plateau

Tonga）つまり，北部トンガの場合である。

アラトオ・トンガの伝統的社会の場合，土地が住

民の成員権に基づいて耕作されていたととでは，

特に他の地域と変わるところがなかったが， ここ

では土地に関する首長や村長の管理・処分権はき

わめて弱く（耕地の定期的再分配も行なわれなかった）

たとえば、共同体に掃属する入会森林地や，来害1]

当地が未利用のまま放置されたり，また，休耕期

聞が長すぎて保有者が不明となった土地につν、て

も， かれらの規制力はほとんど及ばず，したがっ

て，人口増加に伴う耕地不足が著しくなると， •. 

般住民は‘ かかる未利用地を拘束なく耕地化する

ことができたむつまり，かれらは，ロジのごとき，

複雑な身分階膳制や「土地保有階梯」をもっ社会

におけるよりも， いっそう急速に土地の個人保有

化を押し進めることができたのである。

この個人保有化は， 本人が特定の未利用地を開

拓する怠思表示をおこない， それを登記簿に記載

するだけで， i立長や村長から許可をとることなし

に，自由に保有できた（もっとも，それが密集した居

住地にあるときは屡々自村および隣村の長から承諾を得

ねばならなかったという〉。そしてひとたび耕地を取

得したものは， それについてほとんど永久的な保

有権が認められ，また，必要に応じて，相続や処

分（譲渡、売買，賃貸借〕をおとなうこともできた

のである。つまり，前節にも述べたように，プラ

トオ・トンガにおける土地保有の主体は，村落よ

りもむしろ個人または家族にあったのである。

なお，プ1ラトオ・トンガにおける村長の規制力に
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つu、てであるが，本来集団的に利用さるべき性格

をもっ放牧地には，村蕗規制はなお働いていたし，

また，近年米利用地の個人保有化が進んで，私的

権利の競合が起こってくるようにな，＇たためか、

村落成員以外のものが，個人保有する場合に限り，

村長～よる事実上山承認（保証人の紹介や人物面接〉

を必要とされた。しかし，実際に未利用地を掛拓

して耕地化しえたものは，たいてい進取の気象に

富む企業的農民で， かれらの中には村落を離れて

新しし、環lf！におもむくものが多か，) ／；こから、 この

穫の土地保有に対する村落の規制は事実上あまり

積極的な瓦味を持ちえなかったようである（注6）。

最後に未干lj用地内個人保有に関連して， プラト

オ・トンガにおける一般的な土地の相続・処分権

についてふれておくと，

まず相続についていえゴ， 士地が相対的に豊富

であったとんは，一般住民は死亡しても，耕地を相

続する必要はさほど感じられず，せいぜい家畜そ

の他家族内副産をづ｜き継ぐ程躍であ／〉た。しかし，

近年の人11附加It，耕地相続を著しく促j生させー

しかも，その相続資格者の範聞は，家蕎その他家

族内動産の場合上り広くなづてきたといわれる。

このことじ，未利用地の個人保有川正展に刺激さ

れて土地帯襲が増大したためでもあろうが， 反面

また， 相続は処分と異なり，物件の引き渡しに際

して，受取人の選定や順位が重要な争点とな！＇.），

殊に， それが慣行としての共同体的規制と抵触す

るところが多かったからであろう。

また， J-J也譲i獲についてじ喝一般に，それが殺

族問、村落成員同にお三なわれるかぎり、特に村

長から規制を受けることはなかった。譲受人は譲

渡人の父親（または叔父で多くの場介家長）の承認

だけで，耕地を作法的に取得でき穴し，また，譲

受人の死亡・離村に伴う ［復帰（相続〕請求権」

ぅ6

は，前述のごとく、譲渡入またはその家族どまり

であった。しかし，村落成員でないものへの譲棋

は，村長への報告およびその同意を要件とすると

いう形で，未利用地の個人保有の場合と同様に村

落から拘束を受けたのである。

さらに，売買と賃貸借についていえば，プラト

オ・トンガ社会において， し、かに未利用地の個人

保有化が進んでいたといっても，開拓を伴わぬ兜

貿によって土地権を移転することはほとんどなか

ったりこれは，土地の豊度が祖先の霊によるi児いの

程度によって決まると信じてきた一般住民にとっ

て，立地条件の遣いが土地価格に反映される仕方

で売はが行なわれることに， 当然ある種の抵抗感

があ／〉たからである。しかし伝統的農i去の中で

すでに家畜や農機具の貸借が憤行的に義務化され

ていたかれらにとって，土地の貸借は比較的容易

に受け入れられたと思われる。現に7＂ラトオ・ト J

ガでは，農作期に短期間を区切って耕地の賃貸借

が屡々なされ，その際，賃貸の対価として一定の収

穫物が提供されたが， もし併主がその間耕地に肥

料を投下したときは， 1カ月分の収穫物提供が留

保されたという。いずれにしても， ζ こでの賃貸借

i土共同体の必要に慕づくものに限られていたと見

ていいから， それを私的権利発生と結びつけて考

えることは，未利用地の個人保有の場合と対照的

に，きわめてむずかしU、とい，bねばならない也7）。

以上，本節では，プヲトオ・トンガにおける未

利用地の個人保有を中心に述べてきたが，それは，

この医｜における社会変動との関連において， きわ

めて多くの示唆を与えているように恩われる。周

知のごとく，かつてヨーロッパ大陸にみられた「村

落共同体Jにつし、て，屡々その内部の生産カ上昇

に対応して社会的分業の発達，局地的交換の促進，

家族内動産の私有化などが， そのメルクマールと
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してあげられてきたが， この未利用地の個人保有

はまさにそしつような文脈の中で， しかも特殊アフ

リカ（この場｛；－ザンピア1的な現象としごと九えら

れるのではあるまし、か？ アフリカ諸国において

は，「土地に関する権利は労働力の投下によって創

設されるJ'i18）とャわれるが，未利用地♂〉婦林・

整地・開墾はその意欲と能力をもつものに上つて

のみ可能であったはずであり，そのことは，現に，

プラトオ・卜 Lガにおいで‘ 未利用地開拓者は，

他人にその u也耕作権を付与ーしてのちも， VI地の

半分に対して請求権を保持しえた， とし、うことか

らも察せられよう。かくて「その意欲と能力の差

が階層を＂ ）ト｝たj ことも事実であろ U 十、！？客内

部の人Il 増加や，植民地政府による土地配分，開

発計画の実施などによって，耕地が極度に不足す

るようになれば，当然に， 米利用地を耕地化した

企業的長菜白/J：少数なから生まれる反面、他方で

は， 出カ hせさ労働者として多数のもれがtl¥i¥iに流

入し，その結果， 階層分化はいよし、よ激化される

ことにたろ月＇ ＇，，、ずれにしでも，「組織的求 4亡、力」

の弱い社会にお」、て容めに苑生しえた未干I］尽i地の

個人保有が， 外部世界からのインパクトに伴う社

会変動の本質を解明するうえで最も重要な蝿にな

ることには変わりないで、あんう。

（注 lJ I勺ulBohannan, lパmdof Airica、Tribal

and peasant Economies, l9fi7, p. 56. 

（注2〕 MaxGluckman，“The Lozi of Barotse-

land in North-Western Rhodesia，” P. 61. 

（注：1) ，＇：山道夫 ll'-,・ -7 ., -ryの土地償問が』， 11ペー

ジ以下。

（注4) Paul Bohannan, !,and of Aj,・ic仏 P.57.

（注 5) Max Gluckman，“The Lozi of Barotse-

land in North-Western Rhodesia，＇’ p. 63. 

Ci主（i〕 E.Colson, The Plc1teau TongaけiNor 

ther百 Rhodesia,p. 172 1）ド J

（注7) ，＇，山道夫『 f ’j引の土地償円以、ん 181ベ

ージ以下。

（注8) 青山道夫， 31ページ。
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本稿は，ザンピアにおける「部族主義」への筆

者の問題関心を出発点とし，それが「組織的求心

力」の大いさに艶がある伝統的社会と関連するか

J' I) ＂（＋，ロジ司 ぺンパおよびトンガの土地保有形

態を倹討し， その中から特tこロジの「土地保有階

梯」とトンガにおける未利用地の個人保有という

一つの指標をとり出し， その問題点を明らかにし

た そしていま結論的にいえることは，「組織的求

心力 が比較的強L、種族集団て、あったロジが，そ

の社会内部にあった身分階層制の持続的規制力が

むしろ阻害となって，新しい社会変動への適応性

を失Lぅ政治勢力として分裂，孤立化してし、 J Pた

のμたいし，ロジにくらべて［組織的求心力」の

やや弱い種族集団たるベンパは，平均的な「首

長制［民家JとしてLっていた「独女分権jfめな政

治関係を，むしろ労動組合運動ペョ民族主義運動に

おける組織化のための挺子とし，都市や産業中心

地において積極的な役割を果たすようになり， さ

九iこ、 「組織的求心力Jのきわめて弱い種族集団

山卜 J ガが，まさにその「組織的求心力jか弱L、

がゆえに，土地の個人保有化を促進させ，あるい

は企業的農業者としてあるいは出かせぎ労働者と

して、逆lこ新しし、政治関係の下で！組織的求心力j

を強めていこうとしたこと， つまり「一定の形式

的平等の貫徹の結果として， むしろそれと照応す

る特定の実質的不平等が生じてくるJことにな－) 

fごiLけということなのである。筆者のねらし、は，

低開発国における伝統的社会と外部世界との接触

過程に見られる，まさにそのような「逆転の論漉」

全能示することにあったわけである。

〈注 1) JI I Sh itVi'i: ・松田智雄私立 ulli!J（経済の訪1説明』

（以波書店，附和43年）， 782ページ。

（調査研究部主任調査研究員〕
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